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このようなハガキが町内に多数届いています。

ハガキの内容について不明な点があったり、不安を持ったりした場合に
は、相手に連絡せず、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面
のハガキが多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得
られます。

法務省ＨＰ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html

お問い合わせ

壬生町消費生活センター
電話：0282-82-1106


